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 規則
○ 埼玉県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(住宅課)

○ 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(交通規制課)

 告示
○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(南部地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(西部地域振興センター)

○ 久喜都市計画生産緑地地区の変更(みどり再生課)

○ 坂戸都市計画生産緑地地区の変更(みどり再生課)

○ 入間都市計画生産緑地地区の変更(みどり再生課)

○ 蓮田都市計画生産緑地地区の変更(みどり再生課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による指定医療機関の変更の届出(社会福祉課)

○ 生活保護法及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による指定医療機関及び指定施術者の廃止の届出(社会福祉課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による指定医療機関の辞退の届出(社会福祉課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による介護機関の指定(社会福祉課)
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○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による指定介護機関の変更の届出(社会福祉課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による指定介護機関の休止の届出(社会福祉課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による指定介護機関の廃止の届出(社会福祉課)

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律による医療機関及び施術者の指定(社会福祉課)

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示(商業支援課)

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示(商業支援課)

○ 川里中央土地改良区の役員就退任届(さいたま農林振興センター)

○ 狭山市営土地改良事業笹井地区（基盤整備促進事業）の換地処分(川越農林振興センター)

○ 嵐山中部土地改良区の役員退任届(東松山農林振興センター)

○ 都市計画事業の事業認可(道路街路課)

○ 都市計画事業の事業認可(道路街路課)

○ 新座都市計画高度地区の変更に係る図書の写しの縦覧(都市計画課)

○ 新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更に係る図書の写しの縦覧(都市計画課)

○ 新座都市計画地区計画の変更に係る図書の写しの縦覧(都市計画課)

○ 富士見都市計画防火地域及び準防火地域の変更に係る図書の写しの縦覧(都市計画課)

○ 富士見都市計画地区計画の変更に係る図書の写しの縦覧(都市計画課)

○ 北本都市計画防火地域及び準防火地域の変更に係る図書の写しの縦覧(都市計画課)

○ 北本都市計画地区計画の変更に係る図書の写しの縦覧(都市計画課)

○ 入間市野田土地区画整理事業の事業計画の変更認可(市街地整備課)

○ 朝霞都市計画根岸台五丁目土地区画整理組合の事業計画の変更認可について(市街地整備

課)

○ 新座都市計画新堀二丁目土地区画整理事業の決定(市街地整備課)
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file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010022201042/pdf/1/kokujibunsaitamasitajimaoomaki.pdf
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file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010022201052/pdf/1/kenpou.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010022201056/pdf/1/kenpou.pdf
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file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010022201014/pdf/1/irumashinoda.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010022301065/pdf/1/negishidai.pdf
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○ 新座都市計画栄・池田土地区画整理事業の決定(市街地整備課)

○ 三郷市三郷インター南部土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の届出(市街地整備課)

○ 県道鴻巣羽生線の区域の変更(北本県土整備事務所)

○ 県道行田蓮田線の区域の変更(北本県土整備事務所)

○ 国道二百五十四号の供用開始(東松山県土整備事務所)

○ 県道岩殿観音南戸守線の供用開始(東松山県土整備事務所)

○ 一般国道百二十二号の区域変更(行田県土整備事務所)

○ 開発行為に関する工事完了公告(川越建築安全センター)

○ 建築基準法第86条の5第2項に基づく認定の取消し(川越建築安全センター)

○ 建築基準法第73条第1項に基づく建築協定の認可(川越建築安全センター)

○ 建築基準法に基づく道路の位置の指定の取消し(川越建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

○ 政治資金規正法に基づく政治団体の設立(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく政治団体の解散届出及び収支報告書の要旨(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく資金管理団体の指定(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく資金管理団体の届出事項の異動(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく資金管理団体の指定の取消し(選挙管理委員会)
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規   則  

 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 

 

  平成 22年２月 26日  

埼玉県公安委員会委員長  髙  梨   彦     

 

埼玉県公安委員会規則第 １号  

   埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則  

 埼玉県道路交通法施行細則（昭和 41年埼玉県公安委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。  

 別表２の 16の項中「大字高島字本郷」を「 二ツ小屋」に改める。  

   附  則  

 この規則は、平成 22年３月１日から施行する。  
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申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
十
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
サ
ポ
ー
ト
グ
リ
ー
ン 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

石
黒 

三
智 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
狭
山
市
入
間
川
千
四
百
十
七
番
地
の
一 

三
―
四
百
五 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
在
宅
で
の
介
護
、
看
護
、
援
助
が
必
要
な
高
齢
者
、
障
害
者
、
そ
の
家
族
、

そ
の
他
援
助
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対
し
、
住
民
参
加
と
相
互
援
助
、
共
生
の
精
神
に
基
づ
き
、

地
域
社
会
に
根
ざ
し
た
介
護
、
看
護
、
援
助
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
全
て
の
人
々
が
安
全
、
か

つ
健
康
で
文
化
的
な
生
活
が
で
き
る
地
域
社
会
作
り
と
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号



告 
 

示 

 
 

 
久
喜
市
か
ら
久
喜
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号



告 
 

示 

 
 

 
坂
戸
市
か
ら
坂
戸
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
号



告 
 

示 

 
 

 
入
間
市
か
ら
入
間
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
蓮
田
市
か
ら
蓮
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号



告 
 

示 

   
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号



名 称  変 更 事 項  変 更 前  変 更 後  

医 療 法 人 み ね ぎ し デ ン タ

ル ク リ ニ ッ ク  

所 在 地  入 間 郡 毛 呂 山 町 岩 井 ２ ４ ８ ７

－ ２  

入 間 郡 毛 呂 山 町 岩 井 東 １ －

１ １ － ５  

も ろ や ま 眼 科  所 在 地  入 間 郡 毛 呂 山 町 岩 井 １ ５ ０ ９

－ １  

入 間 郡 毛 呂 山 町 岩 井 西 ２ －

１ １ － ８  

ラ イ フ ひ ま わ り 歯 科  所 在 地  入 間 郡 毛 呂 山 町 岩 井 ２ ６ ２ １

－ １  

入 間 郡 毛 呂 山 町 岩 井 西 ３ －

１ ２ － ３ ４  

ア ポ ッ ク 毛 呂 岩 井 薬 局    所 在 地  入 間 郡 毛 呂 山 町 岩 井 １ ９ ５ ４

－ １  

入 間 郡 毛 呂 山 町 岩 井 西 ５ －

１ ３ － ６  

医 療 法 人  植 田 歯 科 医 院  所 在 地  入 間 郡 毛 呂 山 町 岩 井 １ ４ ９ ５

－ １ ６  

入 間 郡 毛 呂 山 町 岩 井 西 ２ －

１ ６ － １ ７  

な が せ デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク  所 在 地  入 間 郡 毛 呂 山 町 長 瀬 ８ ３ ８

－ ２  

入 間 郡 毛 呂 山 町 南 台 １ － ３

６ － １ ８  

 



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
及
び
指
定
施
術
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出

が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号



一 指定医療機関 

名 称  所 在 地  廃 止 年 月 日  

医 療 法 人 社 団 惠 重 会  大 越 医 院  越 谷 市 平 方 １ ７ １ ０ － ２  平 成 2 1 年 1 2 月 3 1 日  

も し も し 薬 局  坂 戸 市 南 町 ３ １ － １ ５  平 成 2 1 年 1 2 月 3 1 日  

こ や ま 歯 科 診 療 室  春 日 部 市 南 中 曽 根 １ ０ ７ １  平 成 2 1 年 9 月 3 0 日  

ク オ ー ル 薬 局  草 加 ２ 号 店  草 加 市 谷 塚 町 １ ２ ０ － ２  平 成 2 1 年 1 2 月 2 6 日  

戸 田 公 園 駅 前 眼 科 医 院  戸 田 市 本 町 ４ － １ ７ － ２ ８ Ｗ ＩＮ ビ ル ３ ０

２ 号  

平 成 2 2 年 2 月 3 日  

フ ァ イ ン 矯 正 歯 科  朝 霞 市 浜 崎 １ － ２ － １ ０ ア ゴ ラ ビ ル ７ Ｆ  平 成 1 9 年 4 月 1 日  

医 療 法 人 社 団 健 鈴 会  並 木 病 院  所 沢 市 東 狭 山 ケ 丘 ５ － ２ ７ ５ ３  平 成 2 2 年 1 月 3 日  

渋 谷 医 院  鳩 ヶ 谷 市 坂 下 町 ２ － ６ － １ ６ グ リ ー ン

ハ イ ツ ６ － １ ０ ２  

平 成 2 1 年 1 2 月 3 1 日  

た か さ ご 歯 い し ゃ  草 加 市 高 砂 １ － ３ － ２ ０  平 成 2 1 年 1 1 月 1 日  

安 部 医 院  所 沢 市 三 ケ 島 ３ － １ １ ４ ０ － ５  平 成 2 2 年 1 月 3 1 日  

ツ ル セ 歯 科  富 士 見 市 鶴 瀬 東 １ － １ １ － １ ６    兵

藤 ビ ル ２ Ｆ  

平 成 2 2 年 1 月 1 6 日  

木 股 歯 科 医 院  春 日 部 市 米 島 １ １ ６ ０ － １ ９  平 成 2 1 年 1 0 月 3 0 日  

 

二 指定施術者 

氏 名  住 所  
施 術 所  

廃 止 年 月 日  
名 称  所 在 地  

山 本  晋    あ さ ひ 接 骨 院  東 京 都 足 立 区 関 原 ３ － ８ － ７  平 成 2 1 年 1 1 月 6 日  

 



告 
 

示 

   
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

医
療
法
人
社
団
弘
陵
会 

藤
平
耳
鼻
咽
喉
科 

 

名

称 

三
郷
市
彦
成
２
ー
３
１
１

ー
１ 

所

在

地 

平
成
２
２
年
１
月
３
１
日 

辞

退

年

月

日 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号



 



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援

給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号



名 称  所 在 地  開 設 者 名  サ ー ビ ス の 種 類  指 定 年 月 日  

ス テ ッ プ 介 護 サ ー
ビ ス  

大 里 郡 寄 居 町 大
字 寄 居 １ ０ ０ ７ －
１  

有 限 会 社  ス テ ッ
プ  

介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 2 1 年 1 2 月
1 日  

サ ン 介 護 サ ー ビ
ス  

熊 谷 市 石 原 ２ －
６ ７  永 島 ビ ル ２ ０
３  

株 式 会 社  和 陽  居 宅 介 護 支 援  平 成 2 2 年 1 月 8
日  

医 療 法 人 新 正 会  
間 柴 医 院  

飯 能 市 緑 町 ３ －
４  

医 療 法 人  新 正
会  

訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
ン  

平 成 2 2 年 1 月 1
日  

居 宅 療 養 管 理 指 導  

介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ
テ ー シ ョ ン  
介 護 予 防 居 宅 療 養 管
理 指 導  

健 ナ ビ 薬 局 戸 田
公 園  

戸 田 市 新 曽 南 ２
－ ４ － ８  

薬 樹 株 式 会 社  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 2 2 年 2 月 1
日  

介 護 予 防 居 宅 療 養 管
理 指 導  

ス ギ 薬 局  狭 山
店  

狭 山 市 広 瀬 東 ２
－ ４ １ － １  ヤ オ コ
ー 狭 山 店 ２ 階   

株 式 会 社 ス ギ 薬
局  

居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 2 1 年 1 0 月
3 0 日  

介 護 予 防 居 宅 療 養 管
理 指 導  

有 限 会 社 秩 父 薬
剤 師 会 調 剤 セ ン
タ ー  日 野 田 薬
局  

秩 父 市 日 野 田 町
２ － ２ － ３ ３  

有 限 会 社 秩 父 薬
剤 師 会 調 剤 セ ン
タ ー  

居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 2 2 年 1 月
2 7 日  

介 護 予 防 居 宅 療 養 管
理 指 導  

あ さ ひ ヶ 丘 訪 問
看 護 ス テ ー シ ョ ン  

日 高 市 森 戸 新 田
９ ９ － １  

医 療 法 人 積 仁 会  訪 問 看 護  平 成 2 2 年 2 月 2
日  

介 護 予 防 訪 問 看 護  

グ ル ー プ ホ ー ム
八 潮  

八 潮 市 緑 町 １ －
２ ３ － ８  

株 式 会 社 寿 エ ン
タ ー プ ラ イ ズ  

認 知 症 対 応 型 共 同 生
活 介 護  

平 成 2 2 年 1 2 月
1 日  

介 護 予 防 認 知 症 対 応
型 共 同 生 活 介 護  

ニ チ イ ケ ア セ ン タ
ー 三 郷  

三 郷 市 谷 口 ２ １ ２  
堀 切 マ ン シ ョ ン １
０ １  

株 式 会 社 ニ チ イ
学 館  

訪 問 介 護  平 成 2 2 年 1 月
2 9 日  

介 護 予 防 訪 問 介 護  

リ ハ ヴ ィ レ ッ ジ 上
尾  

上 尾 市 菅 谷 １ －
２ ４  

株 式 会 社 リ ハ ヴ
ィ レ ッ ジ  

通 所 介 護  平 成 2 2 年 2 月 5
日  

介 護 予 防 通 所 介 護  

デ イ サ ー ビ ス セ ン
タ ー ふ じ  

ふ じ み 野 市 上 福
岡 ６ － ４ － ５  

株 式 会 社 千 雅  通 所 介 護  平 成 2 2 年 2 月 8
日  

介 護 予 防 通 所 介 護  

パ ー ソ ナ ル ア シ ス
タ ン ト く ま が や  

熊 谷 市 鎌 倉 町 １
３ ７ 新 井 ビ ル １ Ｆ  

特 定 非 営 利 活 動
法 人  Ｃ ＩＬ ひ こ う
せ ん  

訪 問 介 護  平 成 2 2 年 2 月 2
日  

介 護 予 防 訪 問 介 護  

エ ー ル ・ ケ ア 東 松
山  

東 松 山 市 神 明 町
２ － １ ６ － １ ５  

有 限 会 社 神 澤 商
店  

福 祉 用 具 貸 与  平 成 2 2 年 2 月 1
日  

特 定 福 祉 用 具 販 売  

特 定 介 護 予 防 福 祉 用
具 販 売  
居 宅 介 護 支 援  

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸
与  

株 式 会 社 椿  幸 手 市 南 ３ － １ ４
－ １ ４  

株 式 会 社 椿  居 宅 介 護 支 援  平 成 2 2 年 1 月
2 1 日  



お が の 薬 局  秩 父 郡 小 鹿 野 町
小 鹿 野 ３ ０ ４ － ６  

有 限 会 社 秩 父 薬
剤 師 会 調 剤 セ ン
タ ー  

居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 2 2 年 1 月
2 7 日  

介 護 予 防 居 宅 療 養 管
理 指 導  

高 齢 者 福 祉 施 設
ひ ま わ り  

越 谷 市 川 柳 町 １
－ ３ ０ ５  

株 式 会 社 相 輝  認 知 症 対 応 型 共 同 生
活 介 護  

平 成 2 2 年 1 月 8
日  

小 規 模 多 機 能 型 居 宅
介 護  
介 護 予 防 認 知 症 対 応
型 共 同 生 活 介 護  
介 護 予 防 小 規 模 多 機
能 型 居 宅 介 護  

グ ル ー プ ホ ー ム く
わ の 木 苑  

大 里 郡 寄 居 町 用
土 １ ５ ６ １ － １  

株 式 会 社 日 本 社
会 事 業 開 発 研 究
所  

認 知 症 対 応 型 共 同 生
活 介 護  

平 成 2 1 年 8 月 1
日  

介 護 予 防 認 知 症 対 応
型 共 同 生 活 介 護  

グ ル ー プ ホ ー ム ま
つ の 木 苑  

深 谷 市 田 中 ９ ５
－ １  

株 式 会 社 日 本 社
会 事 業 開 発 研 究
所  

認 知 症 対 応 型 共 同 生
活 介 護  

平 成 2 1 年 8 月
3 1 日  

介 護 予 防 認 知 症 対 応
型 共 同 生 活 介 護  

さ く ら の 山 歯 科 ク
リ ニ ッ ク  

鶴 ヶ 島 市 上 広 谷
２ － １ ０  Ｍ Ｒ ビ ル
１ Ｆ  

猪 瀬 正 彦  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 2 1 年 9 月 1
日  

介 護 予 防 居 宅 療 養 管
理 指 導  

居 宅 介 護 支 援 事
業 所  よ し み の  

比 企 郡 吉 見 町 地
頭 方 ３ ３ ３  

社 会 福 祉 法 人  
雄 飛  

居 宅 介 護 支 援  平 成 2 2 年 2 月
1 0 日  

も し も し 薬 局  鶴 ヶ 島 市 富 士 見
１ － ８ － ２ ０  サ ン
ハ イ ツ 若 葉 １ ０ ２  

合 資 会 社 エ ム フ
ァ ー マ  

居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 2 2 年 1 月 1
日  
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名 称  変 更 事 項  変 更 前  変 更 後  サ ー ビ ス の 種 類  

株 式 会 社  ふ れ あ い

広 場  

所 在 地  新 座 市 東 北 １ － ６ －

２  

新 座 市 東 北 ２ － ２ ９

－ １ １  １ Ｆ  

居 宅 介 護 支 援  

有 限 会 社  未 来 介

護 サ ー ビ ス  

所 在 地  川 口 市 西 青 木

3 - 1 0 - 2 1  ｺ ｰ ﾖ ｰ ﾊ ｲ ﾂ

1 0 1  

川 口 市 上 青 木

4 - 5 - 7  矢 野 ビ ル

1 0 2  

居 宅 介 護 支 援  

介 護 予 防 訪 問 介 護  

訪 問 介 護  

グ ル ー プ ホ ー ム  紙

ふ う せ ん  

名 称  グ ル ー プ ホ ー ム  き

じ が 丘  

グ ル ー プ ホ ー ム  紙

ふ う せ ん  

認 知 症 対 応 型 共 同

生 活 介 護  
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名 称  所 在 地  サ ー ビ ス の 種 類  廃 止 年 月 日  

も し も し 薬 局  坂 戸 市 南 町 ３ １ － １ ５  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 2 1 年 1 2 月 3 1 日  

介 護 予 防 居 宅 療 養 管
理 指 導  

三 郷 藤 光 苑  三 郷 市 彦 野 １ － ２ ０ ２  訪 問 介 護  平 成 1 8 年 3 月 1 日  

通 所 介 護  

短 期 入 所 生 活 介 護  

介 護 予 防 通 所 介 護  

介 護 予 防 短 期 入 所 生
活 介 護  

株 式 会 社 寿 介 護 エ ス ・ オ
ー ・ エ ス  所 沢  

所 沢 市 東 狭 山 ケ 丘 １ － ６
－ １ カ ー サ ・ カ ル モ １ Ｆ  

訪 問 介 護  平 成 2 1 年 3 月 3 1 日  

介 護 予 防 訪 問 介 護  
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一 指定医療機関 

名 称  開 設 者  所 在 地  指 定 年 月 日  

医 療 法 人 社 団 医 凰 会

並 木 病 院  

医 療 法 人 社 団 医 凰 会  所 沢 市 東 狭 山 ケ 丘 ５ － ２ ７ ５ ３  平 成 2 2 年 1 月 4 日  

園 田 眼 科  園 田  正 雄  草 加 市 高 砂 ２ － ９ － １  草 加 マ

ル イ & ア ウ ト レ ッ ト ７ Ｆ  

平 成 2 2 年 2 月 1 日  

医 療 法 人 社 団  惠 重 会

大 越 医 院  

医 療 法 人 社 団 惠 重 会  越 谷 市 平 方 １ ７ ０ ５ － １  平 成 2 2 年 1 月 8 日  

戸 田 公 園 駅 前 眼 科 医

院  

武 島  俊 介  戸 田 市 本 町 ４ － １ ４ － ２ ４ ダ イ

ヤ モ ン ド ビ ル Ⅱ  

平 成 2 2 年 2 月 4 日  

渋 谷 医 院  澁 谷  幸 一  鳩 ヶ 谷 市 坂 下 町 ２ － ２ － ２ ６  

２ 階  

平 成 2 2 年 1 月 1 日  

杉 浦 小 児 科  杉 浦  正 俊  三 郷 市 谷 中 ２ ６ ８  エ ム ズ タ ウ

ン 三 郷 中 央 ２ Ｆ  

平 成 2 2 年 1 月 6 日  

た か さ ご 歯 い し ゃ  小 垣 佑 一 朗  草 加 市 高 砂 １ － ３ － ２ ０  平 成 2 1 年 1 1 月 1 日  

上 藤 沢 キ リ ン 歯 科 ク リ ニ

ッ ク  

井 上  信 行  入 間 市 上 藤 沢 ６ ４ ７ － ３  平 成 2 2 年 2 月 1 日  

渋 谷 歯 科 医 院  澁 谷  尚 子  鳩 ヶ 谷 市 坂 下 町 ２ － ２ － １ ６  

１ Ｆ  

平 成 2 2 年 1 月 1 日  

フ ァ イ ン 矯 正 歯 科  医 療 法 人 社 団

A rtS m i le  

朝 霞 市 浜 崎 １ － ２ － １ ０ ア ゴ ラ

２ １ ビ ル ７ Ｆ  

平 成 2 2 年 1 月 2 0 日  

渡 邊 歯 科 口 腔 外 科 医

院  

渡 邊  英 継  秩 父 郡 皆 野 町 皆 野 １ ９ ７ ８ － ６  平 成 2 2 年 2 月 8 日  

く り は ら 歯 科 医 院  栗 原 俊 彦  南 埼 玉 郡 白 岡 町 千 駄 野 ７ １ ９

マ ミ ー マ ー ト 白 岡 店 内  

平 成 2 2 年 1 月 1 9 日  

ソ フ ト 歯 科  西 牧  修 也  蕨 市 中 央 ３ － ２ ０ － １ ３  マ ル

エ ツ 蕨 店 １ Ｆ  

平 成 2 2 年 2 月 1 2 日  

上 石 歯 科 医 院  上 石  員 由  熊 谷 市 新 堀 ７ ５ １  平 成 2 2 年 2 月 1 日  

籠 原 サ ン ラ イ フ 歯 科  熊 坂  展 宏  熊 谷 市 籠 原 南 １ － ３ １ ２ あ か り

ビ ル １ Ｆ  

平 成 2 2 年 1 月 2 0 日  

医 療 法 人 社 団 正 皓 会  

こ や ま 歯 科 診 療 室  

医 療 法 人 社 団 正 皓 会  春 日 部 市 南 中 曽 根 立 野 １ ０ ７

１  

平 成 2 1 年 1 0 月 1 日  

木 股 歯 科 医 院  木 股  司  春 日 部 市 米 島 １ １ ６ ０ － １ ９  平 成 2 1 年 1 1 月 1 日  

ホ ワ イ ト 歯 科  遠 藤  純 聡  上 尾 市 原 新 町 ６ － １ ０ － １ ０ １  平 成 2 1 年 1 2 月 1 日  

行 田 市 薬 剤 師 会 営  ふ

じ み 薬 局  

有 限 会 社 行 田 市 薬 剤

師 会 調 剤 セ ン タ ー  

行 田 市 富 士 見 町 ２ － ３ － ８  平 成 2 2 年 1 月 1 日  

よ つ ば 薬 局  有 限 会 社 よ つ ば 薬 局  行 田 市 富 士 見 町 ２ － １ － １ ２  平 成 2 2 年 1 月 1 日  

平 塚 薬 局 岡 部 店  株 式 会 社 ウ ィ ー ズ Ｔ  深 谷 市 岡 ２ ８ ０ ９ － ６  平 成 2 2 年 1 月 2 0 日  

健 ナ ビ 薬 局 戸 田 公 園  薬 樹 株 式 会 社  戸 田 市 新 曽 南 ２ － ４ － ８  平 成 2 2 年 2 月 1 日  

さ い た ま 薬 局  北 本 店  株 式 会 社 コ ム ・ メ デ ィ

カ ル  

北 本 市 荒 井 ５ － ２ ５ ７ － ２  平 成 2 2 年 2 月 5 日  

も し も し 薬 局  合 資 会 社 エ ム フ ァ ー マ  鶴 ヶ 島 市 富 士 見 １ － ８ － ２ ０ サ

ン ハ イ ツ 若 葉 １ ０ ２  

平 成 2 2 年 1 月 1 日  

チ ュ ー リ ッ プ 薬 局  高 野

台 店  

株 式 会 社 セ キ 薬 品  北 葛 飾 郡 杉 戸 町 高 野 台 東 １

－ ６ － ３  

平 成 2 2 年 2 月 1 日  

 



二 指定施術者 

氏 名  住 所  
施 術 所  

指 定 年 月 日  
名 称  所 在 地  

石 山  貴 久    み ら い 整 骨 院  川 口  川 口 市 仲 町 ３ － ６  平 成 2 2 年 1 月 1 8 日  

大 村  渉  

  

お お は ら 村 鍼 灸 整 骨 院  所 沢 市 元 町 ２ ８ － ７ Ｋ ＆ Ｋ

所 沢 １ Ｆ  

平 成 2 1 年 1 2 月 2 6 日  

渡 邊  功 二    西 上 尾 接 骨 院  上 尾 市 小 敷 谷 ８ ８ ０ － ６ ９  平 成 2 2 年 1 月 1 5 日  

小 峰  拓 也    新 越 谷 駅 前 鍼 灸 整 骨 院  越 谷 市 南 越 谷 ４ － ４ － ２  平 成 2 2 年 1 月 2 5 日  

小 澤  陽 平    越 谷 駅 前 鍼 灸 整 骨 院  越 谷 市 弥 生 町 ３ － ３ ０  平 成 2 2 年 1 月 1 2 日  

宮 尾  良 之  

  

幸 手 駅 前 鍼 灸 マ ッ サ ー ジ

整 骨 院  

幸 手 市 中 １ － ２ － ３  平 成 2 2 年 1 月 1 4 日  

林  眞 晴  

  

は や し 整 骨 院  比 企 郡 鳩 山 町 小 用 １ ２ ０ ８

－ ２ ６  

平 成 2 2 年 1 月 1 3 日  

菊 地  英 治    東 十 条 駅 前 整 骨 院  北 区 東 十 条 ４ － ５ － ２ ３  平 成 2 2 年 1 月 1 日  

杉 山  兼 一    栄 接 骨 院  新 座 市 栄 ４ － ５ － ３ ４  平 成 2 2 年 1 月 1 4 日  

五 十 嵐  圭  

  

訪 問 リ ハ ビ リ ・ マ ッ サ ー ジ

さ く ら 草  

越 谷 市 蒲 生 東 町 ８ － １ ５  

佐 藤 方  

平 成 2 1 年 1 2 月 3 日  

渋 谷  亘  

  

渋 谷 鍼 灸 治 療 院  川 口 市 戸 塚 ２ － ２ － １ １  

第 五 戸 張 ハ イ ツ １ ０ １  

平 成 2 2 年 1 月 2 9 日  

金 子  哲 也    新 越 谷 駅 前 鍼 灸 整 骨 院  越 谷 市 南 越 谷 ４ － ４ － ２  平 成 2 2 年 1 月 2 5 日  

 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂 

錦
町
店 

 
 

 

蕨
市
錦
町
一
丁
目
三
百
五
十
ー
五 

 
 

 

戸
田
市
上
戸
田
一
丁
目
二
十
三
ー
六 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
四
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
川
越
店 

 
 

 

川
越
市
新
富
町
一
丁
目
二
十 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
四
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

川
里
中
央
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及

び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

 

職 

名 
 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理 

事 
 

関 

根 

貫 

治 
 

鴻
巣
市
広
田
二
七
一
一
番
地 

 

同 
 

 
 

新 

井 

陳 

至 
 

同 
 

同 

二
六
〇
九
番
地
一 

 

 

同 
 

 
 

今 

井 

卯 

一 
 

同 
 

同 

二
五
九
五
番
地 

 

同 
 

 
 

大 

山 

一 

雄 
 

同 
 

同 
二
九
五
二
番
地
一 

 

同 
 

 
 

山 

中 

直 

治 
 

同 
 

同 

三
〇
六
六
番
地 

 

同 
 

 
 

馬 

場 
 

 

毅 
 

同 
 

同 

三
三
〇
六
番
地 

 

同 
 

 
 

荒 

川 
 

 

弘 
 

同 
 

同 

二
三
二
二
番
地
ロ 

 

同 
 

 
 

神 

田 

良 

二 
 

同 
 

同 

九
一
〇
番
地 

 

同 
 

 
 

坂 

本 

精 

吾 
 

同 
 

同 

三
五
〇
九
番
地
一 

 

同 
 

 
 

間 

中 

隆 

治 
 

同 
 

屈
巣
四
六
一
二
番
地 

 

同 
 

 
 

新 

井 

幹 

雄 
 

同 
 

同 

四
四
八
一
番
地 

 

同 
 

 
 

藤 

村 

武 

夫 
 

同 
 

同 

二
五
一
四
番
地 

 

同 
 

 
 

川 

邊 

俊 

一 
 

同 
 

同 

二
五
五
三
番
地 

 

同 
 

 
 

金 

子 

一 

夫 
 

同 
 

同 

二
七
四
七
番
地 

 

同 
 

 
 

大 

山 

一 

郎 
 

同 
 

同 

二
八
〇
三
番
地 

 

同 
 

 
 

秋 

山 

元 

治 
 

同 
 

同 

三
五
七
〇
番
地 

 

同 
 

 
 

寺 

山 

雅 

夫 
 

同 
 

関
新
田
六
〇
六
番
地 

 

監 

事 
 

関 

根 

一 

男 
 

同 
 

広
田
二
九
九
七
番
地
二 

 
 

 

同 
 

 
 

新 

井 
 

 

稠 
 

同 
 

関
新
田
五
二
四
番
地 

 

同 
 

 
 

藤 

村 
 

 

正 
 

同 
 

屈
巣
四
三
〇
四
番
地 

 

二 

退
任 

 

職 

名 
 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

所 

 

理 

事 
 

関 

根 

貫 

治 
 

鴻
巣
市
広
田
二
七
一
一
番
地 

 

同 
 

 
 

新 

井 

陳 

至 
 

同 
 

同 

二
六
〇
九
番
地
一 

 

 

同 
 

 
 

今 

井 

卯 

一 
 

同 
 

同 

二
五
九
五
番
地 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号



 

理 

事 
 

大 

山 

一 

雄 
 

鴻
巣
市
広
田
二
九
五
二
番
地
一 

 
同 

 
 

 

山 

中 

直 

治 
 

同 
 

同 

三
〇
六
六
番
地 

 
同 

 
 

 

馬 

場 

辰 

也 
 

同 
 

同 

三
三
〇
六
番
地 

 

同 
 

 
 

荒 

川 
 

 

弘 
 

同 
 

同 

二
三
二
二
番
地
ロ 

 

同 
 

 
 

神 

田 

良 

二 
 

同 
 

同 

九
一
〇
番
地 

 

同 
 

 
 

坂 
本 

精 

吾 
 

同 
 

同 

三
五
〇
九
番
地
一 

 

同 
 

 
 

間 
中 
隆 

治 
 

同 
 

屈
巣
四
六
一
二
番
地 

 

同 
 

 
 

新 

井 
幹 
雄 

 

同 
 

同 

四
四
八
一
番
地 

 

同 
 

 
 

藤 

村 

武 
夫 

 

同 
 

同 

二
五
一
四
番
地 

 

同 
 

 
 

川 

邊 

俊 

一 
 

同 
 

同 

二
五
五
三
番
地 

 

同 
 

 
 

金 

子 

一 

夫 
 

同 
 

同 

二
七
四
七
番
地 

 

同 
 

 
 

秋 

山 

元 

治 
 

同 
 

同 

三
五
七
〇
番
地 

 

同 
 

 
 

寺 

山 

雅 

夫 
 

同 
 

関
新
田
六
〇
六
番
地 

 

監 

事 
 

関 

根 

一 

男 
 

同 
 

広
田
二
九
九
七
番
地
二 

 
 

 

同 
 

 
 

新 

井 
 

 

稠 
 

同 
 

関
新
田
五
二
四
番
地 

 

同 
 

 
 

藤 

村 
 

 

正 
 

同 
 

屈
巣
四
三
〇
四
番
地 

 

 



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
狭
山
市
長
か
ら
、
平
成
二
十
二
年
二
月
十
九
日
に
、

狭
山
市
営
土
地
改
良
事
業
笹
井
地
区
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
の
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

    

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

嵐
山
中
部
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

住 
 

 

所 

 

理
事 

 

青
木 

寅
吉 

 
 

 
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
越
畑 

 
 

 
 

 
 

九
五
六
番
地
一 

     

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計

画
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
百
大
宮
岩
槻
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
堀
の
内
町
二
丁
目
、
堀
の
内
町
三
丁
目
、
見
沼
区
大
和
田
町

一
丁
目
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

な
し 

 
 

 
 

 

    
 

 

   

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計

画
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
一
六
田
島
大
牧
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
前
地
三
丁
目
地
内
、
緑
区
太
田
窪
一
丁
目
、
南
区
太
田
窪
二

丁
目
、
緑
区
太
田
窪
三
丁
目
、
緑
区
原
山
一
丁
目
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

な
し 

 
 

 
 

 

    
 

 

   

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号



告 
 

示 

  
新
座
市
か
ら
新
座
都
市
計
画
高
度
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号



告 
 

示 

  
新
座
市
か
ら
新
座
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号



告 
 

示 

  
新
座
市
か
ら
新
座
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
号



告 
 

示 

  
ふ
じ
み
野
市
か
ら
富
士
見
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号



告 
 

示 

  
ふ
じ
み
野
市
か
ら
富
士
見
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号



告 
 

示 

  
北
本
市
か
ら
北
本
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号



告 
 

示 

  
北
本
市
か
ら
北
本
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

入
間
市
野
田
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

入
間
市
大
字
野
田
字
笹
井
境
の
全
部
、
大
字
野
田
字
八
木
、
字
前
八
木
、
字
山
王
塚
及
び
字

二
階
東
の
各
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

入
間
市
豊
岡
一
丁
目
十
六
番
一
号 

 
 

入
間
市
役
所
区
画
整
理
部
区
画
整
理
課
内 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
年
六
月
二
十
九
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

朝
霞
市
根
岸
台
五
丁
目
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
九
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

朝
霞
市
根
岸
台
四
、
五
、
六
丁
目
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
朝
霞
市
根
岸
台
五
丁
目
六
番
十
四
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
九
年
一
月
二
十
八
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

      

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号



告 
 

示 

  
新
座
市
か
ら
新
座
都
市
計
画
新
堀
二
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の

送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

     

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号



告 
 

示 

  
新
座
市
か
ら
新
座
都
市
計
画
栄
・
池
田
土
地
区
画
整
理
事
業
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

     

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

三
郷
市
三
郷
イ
ン
タ
ー
南
部
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

矢
口 

雄
二 

 
 

三
郷
市
彦
江
一
丁
目
一
八
〇
番
地 

    

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

榎 

本 

恵 

樹 

 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

鴻
巣
羽
生
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

旧
新
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 
別 

鴻
巣
市
大
字
安
養
寺
二
五
〇
番
三
地
先

か
ら
同
市
屈
巣
字
九
反
地
一
五
二
三
番

地
先
ま
で 

鴻
巣
市
大
字
安
養
寺
二
五
○
番
七
地
先

か
ら
同
市
屈
巣
字
九
反
地
一
五
三
七
番

地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
二
・
〇
〇
～
四
一
・
七
七 

 

五
・
五
〇
～
一
〇
・
五
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

九
七
五
・
〇
〇 

七
六
五
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

県
道
行
田
蓮
田
線
と

の
重
複
箇
所
あ
り 

鴻
巣
市
道
に
移
管
す

る 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長 

榎 

本 

恵 

樹 

 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

行
田
蓮
田
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新
Ｂ 

旧
Ａ 

旧 

新 
別 

鴻
巣
市
屈
巣
字
馬
洗
戸
五
○
九
五
番
一

地
先
か
ら
同
市
大
字
安
養
寺
字
西
裏
三

二
○
番
二
地
先
ま
で 

鴻
巣
市
屈
巣
字
馬
洗
戸
五
二
○
○
番
一

地
先
か
ら
同
市
大
字
安
養
寺
字
中
宿
四

一
二
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
二
・
〇
〇
～
四
一
・
七
七 

 

六
・
五
〇
～
一
四
・
七
六 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

七
七
〇
・
〇
〇 

六
四
三
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

鴻
巣
羽
生
線
と
の
重

複
箇
所
で
あ
る 

鴻
巣
羽
生
線
と
の
一

部
重
複
箇
所
も
含
め

て
鴻
巣
市
道
へ
引
継

ぐ 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 

耕 

三 

 



 

一
般
国
道
二
百
五
十
四
号 

路 
 

線 
 

名 

比
企
郡
川
島
町
か
わ
じ
ま
二
丁
目
二
三
番

地
先
か
ら
同
郡
同
町
か
わ
じ
ま
二
丁
目
一

番
二
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日

供
用
開
始
の
期
日 

延
長
九
三
一
・
一

〇
メ
ー
ト
ル 

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 

耕 

三 

 



 

県
道
岩
殿
観
音
南
戸
守
線 

路 
 

線 
 

名 

東
松
山
市
大
字
高
坂
字
参
番
町
一
〇
五
二

番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
高
坂
字
参
番
町

一
〇
七
七
番
二
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日

供
用
開
始
の
期
日 

延
長
四
一
三
・
五

〇
メ
ー
ト
ル 

備  

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

南
沢 

郁
一
郎 

一 

道
路
の
種
類  

一
般
国
道 

二 

路

線

名  

百
二
十
二
号 

三 

道
路
の
区
域 



 

新
Ｂ 

旧
Ｂ 

新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別 

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
鴻
茎
字
白

山
一
二
五
九
番
一
地
先
か
ら
同
郡

同
町
大
字
芋
茎
字
狭
間
一
一
九
八

番
一
地
先
ま
で 

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
鴻
茎
字
白

山
一
二
五
四
番
一
地
先
か
ら
同
郡

同
町
大
字
芋
茎
字
狭
間
一
一
五
一

番
一
地
先
ま
で 

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
鴻
茎
字
白

山
一
二
五
四
番
一
地
先
か
ら
同
郡

同
町
大
字
芋
茎
字
芋
郷
一
二
九
一

番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

二
五
・
〇
七
～ 四

七
・
〇
〇 

 

一
〇
・
二
七
～ 四

四
・
二
〇 

  

一
〇
・
二
七
～ 四

四
・
二
〇 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

八
四
六
・
三
〇 

 

一
〇
六
二
・
二
〇 

  

八
七
九
・
〇
〇 

  

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

       

備  

 

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

若 

林 

祥 

文 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
一
五
八
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

第
二
一
〇
一
七
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
小
川
町
大
字
小
川
字
大
豆
五
駄
一
一
四
一
―
六 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
富
田
二
〇
二
七
―
六 

フ
ロ
ー
レ
ゾ
ン
二
―
二
〇
三  

 
 

新
井 

通
高 

 

  
 

          



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
九
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
取
り
消
し
た
い
の
で
、次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

                          



  

 

第 

四 

号 

認
定
取
消 

 
番 

 
号 

 
平
成
二
十
二
年
二

月
二
十
二
日 

 

認
定
取
消
年
月
日 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
上
野
台
二
丁
目

一
五
〇
〇
番
二
五
号
、
一
五
〇
〇
番
二

六
号
、
同
市
三
丁
目
一
四
四
六
番
五

号
、
一
一
六
二
番
三
号
、
一
五
〇
〇
番

一
一
号
、
一
五
〇
四
番
三
号 

 

対 
 

象 
 

 

区 
 

 

域 

 

第 

二 

号 

 

既
認
定
番
号 

 

昭
和
五
十
七
年
四
月
二
十
七
日 

 

既
認
定
年
月
日 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

建
築
協
定
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

坂
戸
市
末
広
町
十
三
番
六
十
六
号 

 

福 

間 

大 

蔵 

二 

建
築
協
定
区
域 

 
 

坂
戸
市
末
広
町
十
三
番
十
六
号
他
百
十
二
筆 

     



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
一
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
十
四
日
に
行
っ
た
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

                          



 
取 

 

消 
 

取 
 

 

消 
 

 

取
り
消
し
た
指
定
に
係
る
道
路
の 

 
 

 
 

 

道
路
の
幅
員 

 
 

 

道
路
の
延
長 

 
 

申 

請 

者 

の 

 
番 

 

号 
 

年 

月 

日 
 

 

位
置 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

住
所
及
び
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

又 

は 

名 

称 

  

第 

二 

号 
 

平
成
二
十
二 

 

入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
（
元
上
南
畑
分
） 

四
・
〇
〇 

 
 

 
 

三
五
・
〇
〇 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
二
月
十
九 

 

字
浅
間
後
三
八
〇
七
番
の
二
及
び
三
八
〇
七 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

芳
町
大
字
藤
久
保 

 
 

 
 

 
 

 
 

日 
 

 
 

 
 

番
の
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
八
五
一
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
芳
町
北
松
原
土 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地
区
画
整
理
組
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

理
事
長 

塩
野
利 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

夫 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
三
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
十
五
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
〇
〇
一
五
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日 

 
 

第
四
一
九
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
栗
橋
町
大
字
栗
橋
字
道
下
西
三
〇
三
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

鴻
巣
市
上
谷
字
砂
場
六
八
七
番
地
一 

 
 

社
会
福
祉
法
人 

元
気
村 

理
事
長 

神
成 

裕 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
三
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
〇
七
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
十
九
日 

 
 

第
四
二
〇
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
椿
六
四
九 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
椿
六
四
八
番
地 

 
 

相
沢 

稔
司 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
三
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
一
四
四
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

第
四
二
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
塘
四
〇
二
〇
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

群
馬
県
沼
田
市
東
原
新
町
一
九
〇
九
番
地 

豊
和
ア
パ
ー
ト
二
号 

 
 

熊
倉 

裕
二 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
三
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
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（平成22年１月１日～１月31日受理分。記載順序は五十音順。） 

 その他の政治団体 

(ｱ) 国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届 出 年 月 日 

荒木洋美後援会 荒木 洋美 荒木 孝之 春日部市新宿新田２５７－１９ 平成22年 1月 7日 

今家元治後援会 大里 哲二 片山 直美 戸田市早瀬１－５－１０ 平成22年 1月26日 

いんだ浩利後援会 鈴木 こず恵 櫻井 万里子 さいたま市緑区東浦和７－４８－１１－４０８ 平成22年 1月26日 

うづき武彦後援会 多田 登 西 俊幸 春日部市小渕１６２－１春日部サンハイツ２－４０４ 平成22年 1月22日 

大久保進後援会 大久保 進 大久保 まち子 秩父市黒谷９３４－７ 平成22年 1月25日 

岡野まさひこ友の会 新保 知義 岡野 忠彦 比企郡ときがわ町番匠４０３－１ 平成22年 1月14日 

落合周一後援会 星野 勇 内海 孝 児玉郡神川町関口９７－３ 平成22年 1月 8日 

笠原こうへい後援会 江田 篤弘 三橋 操 秩父市荒川上田野１２９３－２ 平成22年 1月26日 

かわいひろあき後援会 山田 市郎 清水 幸子 越谷市南荻島１４４－１３ 平成22年 1月21日 

臥竜の会 新藤 勝男 宮坂 一二 比企郡小川町大塚１２６７ 平成22年 1月12日 

幸福実現党久喜後援会 松本 史 工藤 由美 南埼玉郡白岡町小久喜６７５－１パークシティ白岡

６０２ 

平成22年 1月18日 

幸福実現党草加後援会 内藤 文 藪田 美喜子 八潮市木曽根１２２１－６ 平成22年 1月18日 

幸福実現党富士見後援会 鈴木 拓哉 清水 好江 富士見市西みずほ台２－８－１６第一村田ロイヤル

ハイツ３０６ 

平成22年 1月18日 

幸福実現党武蔵浦和後援会 緑川 風子 高橋 淳子 さいたま市南区曲本５－６－９ 平成22年 1月18日 

小輪瀬英一後援会 小輪瀬 英一 小輪瀬 博子 比企郡ときがわ町玉川１３３４－１ 平成22年 1月 7日 

五野上しげじ後援会 関根 菊雄 五野上 正雄 秩父市山田６１－２ 平成22年 1月18日 

斉藤広子後援会 斉藤 広子 町田 圭子 久喜市野久喜３７３－３ 平成22年 1月15日 

栄ひろみ後援会 栄 美千代 島田 桂蔵 春日部市粕壁１－９－４３ 平成22年 1月21日 



竹森かおる後援会 関根 文男 大沢 順子 東松山市下青鳥７０３－１ 平成22年 1月22日 

チェンジ市民の会 高柳 美知子 土肥 悦子 戸田市本町３－８－１３ 平成22年 1月29日 

戸田政治経済研究会 高橋 秀樹 中島 巖 戸田市喜沢２－２３－１０ 平成22年 1月15日 

戸田に活力を！市民の会 今家 元治 片山 直美 戸田市早瀬１－５－１０ 平成22年 1月26日 

(ｲ) 法第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 公職の候補者の氏名 公職の種類 届出年月日 

大野もとひろ後援会 向山 勝 吉野 喜平 川口市南前川２－４－３ 大野 元裕 参議院議員 平成22年 1月19日 
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（平成22年１月１日～１月31日受理分。記載順序は五十音順。） 

 (1) 政党の支部 

政治団体の名称  異動事項   新   旧 届出年月日 

公明党参議院比例区第７総支部 名称 公明党参議院比例区第７総支部 公明党参議院埼玉選挙区第２総支部 平成22年 1月 4日 

自由民主党埼玉県第十一選挙区支部 会計責任者 安藤 理香 新井 直美 平成22年 1月21日 

自由民主党埼玉県第十五選挙区支部 会計責任者 清水 弘子 榎本 弘 平成22年 1月29日 

自由民主党埼玉県第十二選挙区支部 国会議員関係政治団体の区分 国会議員関係政治団体以外の政治団体 法第十九条の七第一項第一号に係る国会

議員関係政治団体 

平成22年 1月 6日 

 公職の候補者の氏名  小島 敏男   同  上 

 公職の種類  衆議院議員   同  上 

自由民主党埼玉県第八選挙区支部 主たる事務所の所在地 所沢市小手指町１－３９－９大城ビル３Ｆ 所沢市上新井８０８－５ 平成22年 1月19日 

自由民主党所沢支部 主たる事務所の所在地 所沢市小手指町１－３９－９大城ビル３Ｆ 所沢市上新井８０８－５ 平成22年 1月22日 

自由民主党東秩父支部 代表者 渡辺 均 江原 宏 平成22年 1月26日 

 会計責任者 眞下 昉身 上田 勝彦   同  上 

 主たる事務所の所在地 秩父郡東秩父村白石７８９ 秩父郡東秩父村奥沢９   同  上 

(2) その他の政治団体 

政治団体の名称  異動事項   新   旧 届出年月日 

あびこ和子後援会 会計責任者 内田 和子 田村 泰雄 平成22年 1月 8日 

阿部かおる後援会 会計責任者 阿部 勝彦 山崎 子 平成22年 1月 4日 

池内やそしろう後援会 会計責任者 中村 章 加山 満夫 平成22年 1月19日 

維新政党・新風埼玉県本部 代表者 梅澤 正樹 平田 啓介 平成22年 1月22日 

 会計責任者 梅澤 正樹 牛尾 克己   同  上 

 主たる事務所の所在地 越谷市伊原２－２２－２２ 川口市東川口４－２９－３９－２０３   同  上 

市川金雄後援会 代表者 小島 次郎 岩田 要次郎 平成22年 1月28日 



江田はるお後援会 会計責任者 江田 芳枝 新井 佐一 平成22年 1月25日 

大久保まさる後援会 会計責任者 小澤 正幸 小澤 高司 平成22年 1月20日 

おおはし良一後援会 会計責任者 坪井 敬 島崎 庄司 平成22年 1月21日 

かとう久子とやさしい街づくりをすす

める会 

会計責任者 石澤 弘美 的場 静 平成22年 1月 5日 

桐野忠後援会 主たる事務所の所在地 川越市的場新町１－６ 川越市霞ヶ関北６－１－１ 平成22年 1月15日 

玉山会 代表者 白石 貞雄 鈴木 正夫 平成22年 1月21日 

小泉龍司後援会 国会議員関係政治団体の区分 国会議員関係政治団体以外の政治団体 法第十九条の七第一項第二号に係る国会

議員関係政治団体 

平成22年 1月 7日 

 公職の候補者の氏名  小泉 龍司   同  上 

 公職の種類  衆議院議員   同  上 

小泉龍司本庄地区後援会 国会議員関係政治団体の区分 国会議員関係政治団体以外の政治団体 法第十九条の七第一項第二号に係る国会

議員関係政治団体 

平成22年 1月 7日 

 公職の候補者の氏名  小泉 龍司   同  上 

 公職の種類  衆議院議員   同  上 

幸福実現党上尾後援会 名称 幸福実現党上尾後援会 いんだ浩利後援会 平成22年 1月18日 

 会計責任者 須永 利江 小浦 東世   同  上 

 主たる事務所の所在地 北本市本宿６－２６２－１ 上尾市柏座２－２－２０藤栄ビル１階   同  上 

幸福実現党入間後援会 名称 幸福実現党入間後援会 かがみ正人後援会 平成22年 1月18日 

 会計責任者 冨山 健二 田上 雅啓   同  上 

 主たる事務所の所在地 入間市久保稲荷１－１４－３ 入間市豊岡３－８－１５後藤ビル１Ｆ   同  上 

幸福実現党浦和後援会 名称 幸福実現党浦和後援会 石井安後援会 平成22年 1月18日 

 代表者 仙波 洋史 小川 孝二   同  上 

 会計責任者 櫻井 万里子 小川 孝二   同  上 



 主たる事務所の所在地 さいたま市緑区東浦和７－４８－１１－

４０８ 

さいたま市南区辻３－２－２８   同  上 

幸福実現党大宮後援会 名称 幸福実現党大宮後援会 佐々木正子後援会 平成22年 1月18日 

 代表者 佐々木 正子 松田 延身   同  上 

 会計責任者 吉野 弘通 林 厚雄   同  上 

 主たる事務所の所在地 さいたま市北区別所町４６－２８ さいたま市大宮区吉敷町４－２９－１コ

ーポ吉敷２０１号 

  同  上 

幸福実現党春日部後援会 名称 幸福実現党春日部後援会 鈴木こず恵後援会 平成22年 1月18日 

 代表者 黒田 祐弘 船見 泰市   同  上 

 会計責任者 渡辺 千代子 野原 洋子   同  上 

 主たる事務所の所在地 春日部市武里中野６９２－５ 春日部市柏壁東２－３－２９プロスパラ

ス吉野１Ｆ 

  同  上 

幸福実現党川口後援会 名称 幸福実現党川口後援会 鈴木つよし後援会 平成22年 1月26日 

 代表者 鈴木 豪 丸山 勝正   同  上 

 主たる事務所の所在地 川口市新堀８２６－４ 川口市元郷４－７－１８   同  上 

幸福実現党川越後援会 名称 幸福実現党川越後援会 野沢ながてる後援会 平成22年 1月18日 

 主たる事務所の所在地 川越市今成１－１３－１ 川越市脇田本町１４－１１まきビル３Ｆ   同  上 

幸福実現党熊谷後援会 名称 幸福実現党熊谷後援会 清水てつお後援会 平成22年 1月18日 

 代表者 近藤 弘樹 斉藤 直人   同  上 

 会計責任者 宮田 さとみ 水野 園子   同  上 

 主たる事務所の所在地 羽生市南羽生３－３－８ 熊谷市筑波１－１３６   同  上 

幸福実現党越谷後援会 名称 幸福実現党越谷後援会 飯田たけし後援会 平成22年 1月18日 

 代表者 渡辺 元春 豊田 利雄   同  上 

 会計責任者 野口 佐知子 渡辺 和重   同  上 



 主たる事務所の所在地 越谷市東町３－２３１－８ 越谷市千間台西３－１－１５   同  上 

幸福実現党埼玉県本部 代表者 大塚 祐子 内海 浩唯 平成22年 1月26日 

 会計責任者 櫻井 万里子 内海 浩唯   同  上 

 主たる事務所の所在地 春日部市増富２６７－７ さいたま市浦和区高砂４－４－１９タッ

ク高砂１F 

  同  上 

 公職の候補者の氏名 大塚 祐子 内海 浩唯   同  上 

幸福実現党さいたま東後援会 名称 幸福実現党さいたま東後援会 内海浩唯後援会 平成22年 1月22日 

 代表者 冨永 忠男 津雪 茂雄   同  上 

 会計責任者 石川 卓 津雪 茂雄   同  上 

 主たる事務所の所在地 さいたま市岩槻区府内１－６－４８ さいたま市浦和区高砂４－４－１９タッ

ク高砂１Ｆ 

  同  上 

 

幸福実現党坂戸後援会 名称 幸福実現党坂戸後援会 町田たかし後援会 平成22年 1月18日 

 代表者 佐藤 文彦 清井 清治   同  上 

 主たる事務所の所在地 東松山市御茶山町９－２４ 坂戸市千代田３－１０－１第１原マンシ

ョン１０２号室・１０３号室 

  同  上 

幸福実現党幸手後援会 名称 幸福実現党幸手後援会 谷井みほ後援会 平成22年 1月18日 

 会計責任者 河原 多江子 巻島 安雄   同  上 

幸福実現党秩父後援会 名称 幸福実現党秩父後援会 黒田よしひろ後援会 平成22年 1月18日 

 会計責任者 飯野 悟美 小林 康樹   同  上 

 主たる事務所の所在地 秩父市上宮地町２７－２ 深谷市西島町１－７－１１   同  上 

幸福実現党所沢後援会 名称 幸福実現党所沢後援会 桜沢まさあき後援会 平成22年 1月18日 

 代表者 斉藤 治正 丹治 誠   同  上 

 会計責任者 佐藤 初枝 酒井 智恵   同  上 

 主たる事務所の所在地 所沢市北有楽町１９－１３ 所沢市緑町４－４－１３サンフラワー１Ｆ    同  上 



小島敏男後援会 国会議員関係政治団体の区分 国会議員関係政治団体以外の政治団体 法第十九条の七第一項第二号に係る国会

議員関係政治団体 

平成22年 1月 6日 

 公職の候補者の氏名  小島 敏男   同  上 

 公職の種類  衆議院議員   同  上 

埼葛土地改良政治連盟 会計責任者 中山 輝男 山﨑 代次 平成22年 1月22日 

埼玉県商工政治連盟幸手支部 会計責任者 折原 好伸 金井 宏 平成22年 1月28日 

埼玉県商工政治連盟蓮田支部 会計責任者 関根 昇司 山﨑 俊雄 平成22年 1月26日 

埼玉県商工政治連盟羽生支部 会計責任者 荒木 秀雄 井上 昭二郎 平成22年 1月18日 

埼玉清志会 代表者 小川 裕児 清水 千鶴子 平成22年 1月28日 

 主たる事務所の所在地 さいたま市北区吉野町１－３９４ さいたま市北区吉野町２－１７２－３   同  上 

埼玉民社協会 主たる事務所の所在地 上尾市川２０８－２武藤政春事務所気付 さいたま市浦和区高砂４－４－１三幸ビ

ル６０５中田事務所 

平成22年 1月26日 

佐原のりまさを市政に送る会 会計責任者 細田 洋一郎 新井 紀一 平成22年 1月21日 

しばやま昌彦後援会 主たる事務所の所在地 所沢市小手指町１－３９－９大城ビル３Ｆ 所沢市上新井８０８－５ 平成22年 1月19日 

しまの和夫後援会 主たる事務所の所在地 北本市本町６－１７１－１ 北本市栄７－２－１６－３０７ 平成22年 1月15日 

社会福祉政策推進党 名称 社会福祉政策推進党 熊谷近未来懇話会 平成22年 1月20日 

庄和町井上直子後援会 会計責任者 島村 豊 野口 晃 平成22年 1月 7日 

自由民主党さいたま市議会議員団政治

連盟 

代表者 青羽 健仁 武笠 光明 平成22年 1月 6日 

 主たる事務所の所在地 さいたま市浦和区元町１－３２－１０ さいたま市緑区三室２３５４   同  上 

高田やすお後援会 主たる事務所の所在地 比企郡川島町虫塚２５５－１ 比企郡川島町虫塚２２５－１ 平成22年 1月28日 

高畑博後援会 代表者 溝口 幸治 鈴木 久夫 平成22年 1月 7日 

田中良生後援会 会計責任者 清水 弘子 榎本 弘 平成22年 1月29日 

貫井浩後援会 代表者 星野 武 大谷 昇一 平成22年 1月13日 



 会計責任者 小峰 徳治 貫井 義昭   同  上 

福和会 主たる事務所の所在地 熊谷市本石２－１４３ 熊谷市本石２－２４２ 平成22年 1月 6日 

松崎誠後援会 会計責任者 松崎 誠 岡田 邦太郎 平成22年 1月22日 

村田ふじ子後援会 会計責任者 福西 真司 加島 勇 平成22年 1月15日 

田しんげ児玉地域後援会 主たる事務所の所在地 本庄市児玉町八幡山２３７－２長浜町会館 本庄市児玉町八幡山３５５ 平成22年 1月14日 
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別記１（平成22年１月１日～１月31日受理分。記載順序は五十音順。） 

(1) 政党の支部 

政治団体の名称 解 散 年 月 日 届 出 年 月 日 

自由民主党埼玉県畜産支部 平成22年 1月14日 平成22年 1月20日 

(2) その他の政治団体 

政治団体の名称 解 散 年 月 日 届 出 年 月 日 

明日の富士見をつくる市民の会 平成21年12月31日 平成22年 1月 5日 

新井兄三郎後援会 平成21年12月30日 平成22年 1月25日 

危機管理研究会 平成21年12月31日 平成22年 1月 6日 

きくち政美と新しい春日部をつくる会 平成21年12月28日 平成22年 1月28日 

きくち政美と新しい豊野をつくる会 平成21年12月28日 平成22年 1月28日 

小島敏男大利根後援会 平成21年12月31日 平成22年 1月 7日 

税理士による大野まつしげ後援会 平成21年12月31日 平成22年 1月27日 

共に考え・共に歩む市民の会 平成21年12月26日 平成22年 1月26日 

原田つねお後援会 平成21年10月24日 平成22年 1月13日 

増田博史後援会 平成21年12月31日 平成22年 1月19日 

松本みつふさ後援会 平成21年12月30日 平成22年 1月 5日 

 

別記２（平成22年１月１日～１月31日受理分。記載順序は五十音順。） 

  その他の政治団体 

政治団体の名称 解 散 年 月 日 届 出 年 月 日 

笠原こうへい後援会 平成22年 1月15日 平成22年 1月26日 

 



別記３ 

政治団体の名称  自由民主党埼玉県畜産支部 

報告年月日  平成２２年１月６日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       64,290円 

    ア 前年繰越額       64,243円 

   イ 本年収入額           47円 

 （２）支 出 総 額           0円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア その他の収入 

     １０万円未満の収入     47 円 

   合  計                47 円 

報告年月日  平成２２年１月２０日 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       64,299円 

    ア 前年繰越額       64,290円 

   イ 本年収入額            9円 

 （２）支 出 総 額      64,299円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア その他の収入 

     １０万円未満の収入      9 円 

   合  計                 9 円 

 （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）寄附・交付金        64,299 円 

   合  計             64,299 円 

    うち本部又は支部に対して供与した 

   交付金に係る支出        64,299 円 

 

 

 

政治団体の名称  明日の富士見をつくる市民の会 

報告年月日  平成２２年１月５日 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

 

政治団体の名称  新井兄三郎後援会 

報告年月日  平成２２年１月２５日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額    1,207,957円 

    ア 前年繰越額        7,957円 

   イ 本年収入額     1,200,000円 

 （２）支 出 総 額    1,149,884円 

２ 収入・支出の内訳 

（１）収入の内訳 

   ア 寄  附 

   （ア）寄  附 

     a  個人からの寄附    1,200,000 円 

   合  計           1,200,000 円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 個人からの寄附 

   （寄附者の名称） （金  額） （住  所） 

    新井兄三郎  1,200,000 円  秩父市 



 （２）支出の内訳 

     ア 経常経費 

   （ア）人件費         120,000 円 

   （イ）光熱水費          43,584 円 

   （ウ）備品・消耗品費        6,300 円 

   （エ）事務所費         980,000 円 

   合  計           1,149,884 円 

 

政治団体の名称  危機管理研究会 

報告年月日  平成２２年１月６日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額      492,927円 

    ア 前年繰越額      303,291円 

   イ 本年収入額      189,636円 

 （２）支 出 総 額     492,927円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア その他の収入 

     １０万円未満の収入         189,636円 

   合  計            189,636円 

 （２）支出の内訳 

   ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費         210,947円 

   （イ）調査研究費         281,980円 

   合  計          492,927円 

 

政治団体の名称  きくち政美と新しい春日部を 

         つくる会 

報告年月日  平成２２年１月２８日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額        5,000円 

    ア 前年繰越額            0円 

   イ 本年収入額        5,000円 

 （２）支 出 総 額           0円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 個人の負担する党費又は会費       5,000 円 

                    （１人） 

   合  計             5,000 円 

 

政治団体の名称  きくち政美と新しい豊野をつ 

         くる会 

報告年月日  平成２２年１月２８日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額        5,000円 

    ア 前年繰越額            0円 

   イ 本年収入額        5,000円 

 （２）支 出 総 額           0円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 個人の負担する党費又は会費       5,000 円 

                    （１人） 

   合  計             5,000 円 

 

政治団体の名称  小島敏男大利根後援会 

報告年月日  平成２２年１月７日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       353,012 円 

   ア 前年繰越額         52,974 円 

   イ 本年収入額         300,038 円 

 （２）支 出 総 額       353,012 円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 寄  附 



   （ア）寄  附 

     a 政治団体からの寄附     300,000 円 

   イ その他の収入 

     １０万円未満の収入              38円 

    合  計               300,038円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 政治団体からの寄附 

   （寄附者の名称） （金 額） （事務所の所在地） 

   熊谷政治経済懇話会  300,000 円 熊谷市 

（２）支出の内訳 

     ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費       345,729 円 

   （イ）寄附・交付金        7,283 円 

   合  計           353,012 円 

 

政治団体の名称  税理士による大野まつしげ後 

         援会 

報告年月日  平成２２年１月２７日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       620,080 円  

   ア 前年繰越額        409,841 円 

   イ 本年収入額         210,239 円 

 （２）支 出 総 額       620,080 円 

２ 収入・支出の内訳 

 （１）収入の内訳 

   ア 寄  附 

   （ア）寄  附 

     a 政治団体からの寄附     100,000 円 

   イ 機関紙誌の発行その他の事業による収入 

   （ア）役員会並びに「大野まつしげ先生を 

     囲んでの協議会」事業   110,000 円 

   ウ その他の収入 

     １０万円未満の収入             239円 

    合  計               210,239円 

 〔 寄附の内訳 〕 

   ア 政治団体からの寄附 

   （寄附者の名称） （金 額） （事務所の所在地） 

   埼玉県税理士政治連盟  100,000 円 さいたま市 

（２）支出の内訳 

     ア 政治活動費 

   （ア）組織活動費       214,760 円 

   （イ）寄附・交付金      350,000 円 

      （ウ）その他の軽費       55,320 円 

   合  計           620,080 円 

 

政治団体の名称  共に考え・共に歩む市民の会 

資金管理団体の届出をした者の氏名  山口 保 

資金管理団体の届出に係る公職の種類   春日部市議会議員 

報告年月日  平成２２年１月２６日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額         92,950 円  

   ア 前年繰越額           92,950 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

 

政治団体の名称  原田つねお後援会 

報告年月日  平成２２年１月１３日 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

 

政治団体の名称  増田博史後援会 

報告年月日  平成２２年１月１９日 



（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

 

政治団体の名称  松本みつふさ後援会 

報告年月日  平成２２年１月５日 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

 

政治団体の名称  笠原こうへい後援会 

報告年月日  平成２２年１月２６日 

（平成１７年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成１８年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成１９年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 
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（平成22年１月１日～１月31日受理分。記載順序は五十音順。） 

 その他の政治団体 

届出者の氏名(代表者の氏名) 公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 届 出年月日 

荒木 洋美 春日部市議会議員 荒木洋美後援会 春日部市新宿新田２５７－１９ 平成22年 1月 7日 

大久保 進 秩父市議会議員 大久保進後援会 秩父市黒谷９３４－７ 平成22年 1月25日 

斉藤 広子 久喜市議会議員 斉藤広子後援会 久喜市野久喜３７３－３ 平成22年 1月15日 
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（平成22年１月１日～１月31日受理分。記載順序は五十音順。） 

 その他の政治団体 

届出者の氏名(代表者の氏名) 公職の種類 資金管理団体の名称 異動事項  新  旧 届出年月日 

石川 智 熊谷市議会議員 社会福祉政策推進党 名称 社会福祉政策推進党 熊谷近未来懇話会 平成22年 1月20日 

桐野 忠 川越市議会議員 桐野忠後援会 主たる事務所の所在地 川越市的場新町１－６ 川越市霞ヶ関北６－１－１ 平成22年 1月15日 

福田 和彦 熊谷市議会議員 福和会 主たる事務所の所在地 熊谷市本石２－１４３ 熊谷市本石２－２４２ 平成22年 1月 6日 
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（平成22年１月１日～１月31日受理分。記載順序は五十音順。） 

 その他の政治団体 

届出者の氏名(代表者の氏名) 公職の種類 資金管理団体の名称 指定取消年月日 届出年月日 

山口 保 春日部市議会議員 共に考え・共に歩む市民の会 平成21年12月26日 平成22年 1月26日 
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